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公布された法令のあらまし 

 

◎会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則（人事委員会規則第９号） 

 令和３年12月に支給する第１号会計年度任用職員の期末手当については、別に人事委員会規則で定めるとこ

ろにより算定した額を支給することとした。 
 

人 事 委 員 会 規 則 

 

 会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和３年11月12日 

                                  兵庫県人事委員会       

委員長 松 田 直 人  

兵庫県人事委員会規則第９号 

会計年度任用職員の給与等に関する規則の一部を改正する規則 

会計年度任用職員の給与等に関する規則（令和元年兵庫県人事委員会規則第５号）の一部を次のように改正

する。 

附則に次の１項を加える。 

（期末手当の特例） 

７ 令和３年12月に支給する第１号会計年度任用職員の期末手当については、別に人事委員会規則で定めると

ころにより算定した額を支給する。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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